
第2期新潟市子ども・子育て支援事業計画策定

量の見込み（案）算出の考え方

新潟市事業名 83

事業概要

対象年齢

国

新潟市

現計画と第2期計画で算
出方法を変更する場合
の考え方

H26 H27 H28 H29 H30 R1 R2 R3 R4 R5 R6

154,631 152,114 148,958 146,523 143,978

21,795 20,007 18,417 16,930 15,574

確保の方策（実績） 222 231 244 251 261 271 279 279 279 279 279

過不足/伸び率
など

-0.163 -0.039 -0.073 -0.087 -0.067 -0.077 -0.082 -0.079 -0.081 -0.080

※現計画から変更ある箇所に下線を付しています。

H26 H27 H28 H29 H30 R1 R2 R3 R4 R5 R6

5,403 5,315 5,205 5,120 5,031
762 699 644 592 544

確保の方策（実績） 23 24 24 24 25 25 25 25 25 25 25
25,424 25,010 24,491 24,091 23,672
3,583 3,289 3,028 2,784 2,561

確保の方策（実績） 37 37 40 42 44 46 47 47 47 47 47
67,364 66,267 64,892 63,832 62,723
9,496 8,717 8,023 7,375 6,785

確保の方策（実績） 43 47 52 54 57 61 62 62 62 62 62
8,095 7,963 7,798 7,670 7,537
1,141 1,047 964 886 815

確保の方策（実績） 26 27 29 30 31 31 31 31 31 31 31
8,055 7,924 7,760 7,633 7,500
1,135 1,042 959 882 811

確保の方策（実績） 18 18 19 19 19 20 22 22 22 22 22
8,062 7,931 7,766 7,639 7,507
1,136 1,043 960 883 812

確保の方策（実績） 16 16 16 16 16 16 17 17 17 17 17
25,705 25,287 24,762 24,357 23,934
3,623 3,326 3,062 2,814 2,589

確保の方策（実績） 40 43 45 47 50 52 54 54 54 54 54
6,523 6,417 6,284 6,181 6,074
919 844 777 714 657

確保の方策（実績） 19 19 19 19 19 20 21 21 21 21 21確保の方策
西蒲区

量の見込み 907 1,341 1,063

1,231

秋葉区
量の見込み 1,968 1,653 1,376

1,200 1,067 996

確保の方策
量の見込み（国）
量の見込み（市案）
確保の方策
量の見込み（国）
量の見込み（市案）

西区
量の見込み 6,377

その他
（注意事項・特記事項等）

・保育士不足や園行事の都合等により、やむなく利用を断るケースがある
が、実態の把握や分析には至っていない。
・拠点園の保育士を通常クラスに配置替えし入園の受け皿を確保するな
ど、拠点園の必要性については検討を行う。

北区
量の見込み 1,903 1,613 1,369 1,127 884 825

現状・課題
保育施設・サービスの利用開始時期が年々早まっていることに関連し、事業の利用児童は0～2才児が大半を占めている。
利用児童の低年齢化が進むことで事業全体の利用人数も出生数とともに減少傾向にある。また、利用児童の年齢層の変化から、各施設で提供さ
れる事業内容についても見直しが必要になっている。

量の見込み(国）

量の見込み(市案）

確保の方策

R2～R6
取り組み・確保の方策の方向性

引き続き拠点園での一時預かりに加えて全ての保育施設で緊急一時
預かりを実施可能とする。

量の見込み（案）
全市

量の見込み
（実績）

37,189 31,135

担当課 保育課

現計画（H27～R1） 第2期計画（R2～R6）　（案）

地域子ども・子育て支援事業 一時預かり事業

量の見込み（国）
量の見込み（市案）
確保の方策

一時預かり事業 (進捗管理調書事業通番）

家庭において保育を受けることが一時的に困難となった乳幼児について、主として昼間において、保育所その他の場所において、一時的に預か
り、必要な保育を行う。

量
の
見
込

（
案

）
の
算
出
の
考
え
方

算
出
方
法

①　保育園などの一時預かりの利用者は、未就園児が主であるため、対象を「全
ての家庭累計、年齢0～2歳」とする。
②　①にニーズ調査の（不定期事業の利用意向）で「利用したい」を選択した者
の割合と、「保育園での一時預かり」と「ファミリー・サポート・センター」を
　　利用している者の平均利用日数（約8日）を乗じる。
→H29中間見直し
○H26～H28の実績平均伸び率 × 前年度実績 の値で見直し

→第2期計画(案)
○直近3カ年実績増減率 × 前年度実績 の値で見直し

国の「手引き」に基づき算出した場合、市の実績値とのかい離がある。
現計画作成時と現在の事業利用状況の変化(～3才児の利用から～1才児の利用へ実態が変化)に関連し、
より実際の利用状況に近い値を算出できる方法へ見直しする必要がある。

単位（指標） 量の見込み： 利用人数　　　／確保の方策:  施設数

29,906 27,713 25,297 23,611

東区
量の見込み 5,840 5,059 5,347 4,287 4,159 3,882

確保の方策

中央区
量の見込み 17,214 13,063 13,819 12,511 11,021 10,286

江南区
量の見込み 2,135 2,001

5,557 3,828 3,669 4,205 3,925

南区
量の見込み 845 848 1,303 1,108 1,319

●「基本指針」の参酌標準
利用希望把握調査等により把握した、小学校就学前子どもを一時的に第三者に預けた日数（幼稚園の預かり保育を利用した日数（幼稚園の預かり保育を定期
的に利用した場合を除く。）を含む。）の実績に、今後の利用希望を加えたものを勘案して、子育て援助活動支援事業等の他の事業による対応の可能性も勘
案しながら、計画期間内における適切と考えられる目標事業量を設定すること。
●量の見込み算出の「手引き」
「量の見込み（人日）」＝ 「家庭類型別児童数（人）」×「利用意向」－「幼稚園における在園児を対象とした一時預かり（預かり保育）（1号認定による
利用のみ）の利用意向日数」―「（不定期事業の利用状況）における「ベビーシッター」「その他」の利用日数」
「家族類型別児童数（人）」＝「推計児童数（人）」×「潜在家庭類型（割合）」　「利用意向」＝①利用意向率×②利用意向日数
【対象】全ての家庭類型、年齢：０～５歳
→H29中間見直し
●一時預かりを行う保育所等の拡大や、利用実績等から予測される利用する家庭類型の割合、専業主婦（主夫）家庭等の増減見込み、実際の利用状況等を踏
まえ、必要に応じて見直しを行う。

量の見込み（国）
量の見込み（市案）
確保の方策
量の見込み（国）
量の見込み（市案）

1,801 2,173 1,324 1,236

1,638 1,318 1,230

量の見込み（国）
量の見込み（市案）
確保の方策
量の見込み（国）
量の見込み（市案）
確保の方策

量の見込み（国）
量の見込み（市案）

過不足/伸び率など

資料１－３


